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 大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱 

 

制 定 令和元年６月 24日 

最終改正 令和８年４月 １日 

（目的） 

第１条 この要綱は、空家の利活用に向けた安全で良質なストックへの改修を促進するため、大

阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第７号）に定めるもののほか、住宅の性能向上や

地域まちづくりに資する改修費用等に対する補助金（以下「補助金」という。）の交付について

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義）  

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところに

よる。 

一 補助事業 この要綱に基づき本市が交付する補助金の交付の対象となる事務又は事業をい

う。 

二 住宅再生型 補助事業のうち、インスペクション、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工

事及び性能向上に資する改修工事のいずれかを行い、住宅（店舗等の用途を兼ねるもの（住

宅以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の２分の１未満のもの）を含む。）とし

て空家を利活用するものをいう。ただし、住宅宿泊事業法（平成 29年法律第 65号）第２条

第３項に規定される住宅宿泊事業、及び国家戦略特別区域法（平成 25年法律第 107 号）第

13 条第１項に規定される国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業として使用するものを

除く。 

三 地域まちづくり活用型 補助事業のうち、インスペクション、耐震診断、耐震改修設計、

耐震改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事のいずれかを行い、地域まちづくりに資

する用途（区長が認めるものに限る。以下同じ。）として空家を利活用するものをいう。 

四 補助事業者 補助事業を行う者で、次のいずれかに該当するものをいう。 

イ 住宅再生型においては、空家の所有者、空家の所有者の配偶者若しくは一親等内の親族

又は空家を取得しようとする者若しくは賃借し自ら居住しようとする者。ただし、空家の

所有者、空家の所有者の配偶者若しくは一親等内の親族又は空家を取得し自ら居住しよう

とする者のうち、当該空家について次条第１項及び第５項のいずれの補助も受けない若し

くは受ける予定のないものを除く。 

ロ 地域まちづくり活用型においては、空家を所有する非営利団体、空家を取得若しくは賃

借し、自ら使用しようとする非営利団体又は当該空家において非営利団体が地域まちづく

りに資する活動を行うことについて合意している空家の所有者 

五 空家 不動産市場に賃貸用又は売却用として流通しておらず、３か月以上使用されていな
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い戸建住宅及び長屋建住宅の一住戸をいい、店舗等の用途を兼ねるもの（住宅以外の用に供

する部分の床面積の合計が延べ面積の２分の１未満のもの）を含む。ただし、大阪市・大阪

府・都市再生機構・住宅供給公社等の公的事業主体が所有又は管理する住宅を除く。 

六  非営利団体 ＮＰＯ法人、認定ＮＰＯ法人、公益社団法人・公益財団法人、非営利の一般

社団法人・一般財団法人（法人税法上の非営利型の法人の要件を満たすものに限る）、学校法

人、社会福祉法人、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19

年法律第 112 号）第 40 条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人又は非営利活動を行う地

域団体をいう。ただし、区長が認める団体に限る。 

七 耐震診断技術者 次に掲げる者であり、かつ耐震診断に対して責任を負う者をいう。 

イ 木造においては、次のいずれかに該当する者 

(1)  建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第 28号。以下「法

施行規則」という。）第５条第１項第１号に規定する木造耐震診断資格者講習（以下「大

臣登録木造耐震診断資格者講習」という。）の受講修了者であり、建築士法（昭和 25

年法律第 202 号）第 23 条第 1項の規定により登録を受けている建築士事務所（以下「建

築士事務所」という。）に所属する同法第２条第１項に規定する建築士（以下「事務所

所属建築士」という。）である者 

(2)  一般財団法人日本建築防災協会が平成 24 年度及び平成 25 年度に主催し、又は共催

した「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講修了者であって、事務所所属建

築士である者 

(3)  公益社団法人大阪府建築士会が主催する「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会（平

成 24 年度以降に開催されたものに限る。）」の受講修了者（建築士法第２条第１項に規

定する建築士にあっては、事務所所属建築士に限る。） 

(4)  木質系工業化住宅については、事務所所属建築士である者 

ロ 非木造においては、法施行規則第５条第１項各号のいずれかに該当する事務所所属建築

士である者 

八 耐震改修設計技術者 次に掲げる者であり、かつ耐震改修設計に対して責任を負う者をい

う。 

 イ 木造においては、次のいずれかに該当する事務所所属建築士である者 

(1)  大臣登録木造耐震診断資格者講習及び一般財団法人日本建築防災協会が主催する

「木造住宅の耐震改修技術者講習会」の受講修了者 

(2)  前号イ(2)から(4)までのいずれかに該当する者 

  ロ 非木造においては、前号ロに該当する者 

九 既存住宅状況調査技術者 国土交通大臣が既存住宅状況調査技術者講習登録規程（平成 29

年国土交通省告示第 81 号）に基づき登録した講習を受講し、修了考査に合格した建築士であ

り、かつインスペクションに対して責任を負う者をいう。 

十 インスペクション 国土交通省が定める既存住宅状況調査方法基準（平成 29年国土交通省
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告示第 82 号）に沿って既存住宅状況調査技術者が実施する調査をいう。ただし、改修を行う

ことを前提としたものに限る。 

十一 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。 

イ 木造においては、耐震診断技術者が次のいずれかの方法に基づき、建物（建築基準法（昭

和 25 年法律第 201 号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）の耐震性を判

定するもの 

(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「2012 年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方

法」又は「2025 年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若

しくは「精密診断法」（時刻歴応答計算による方法を除く。） 

(2) 大阪府及び一般社団法人日本建築構造技術者協会の監修による「大阪府木造住宅の限

界耐力計算による耐震診断・耐震改修に関する簡易計算マニュアル」に定める計算法 

(3) 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断法」  

ロ 非木造においては、耐震診断技術者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

めの基本的な方針（平成 18 年国土交通省告示第 184 号）の別添「建築物の耐震診断及び耐

震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第１第２号に定める方法又は国土交

通大臣が当該方法と同等以上の効力を有すると認める方法に基づき、建物の耐震性を判定

するもの 

十二 上部構造評点 木造の建物の各階・各方向（Ｘ，Ｙ）について、保有する耐力を必要耐

力で除した値を算出したものの最小値 

十三 耐震改修設計  

イ 住宅再生型においては、次に該当するものをいう。 

(1) 木造においては、耐震改修設計技術者が行う建物の地震に対する安全性に関する設計

及び当該設計に基づく耐震診断で、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、次の

(五)に掲げる設計については、当該設計に基づく耐震診断を除く。 

(一) 耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満と判断されたものについて、上部構造

評点 1.0 以上の評価区分まで耐震性を高める設計 

(二) 耐震診断の結果、上部構造評点が 0.7 未満と判断されたものについて、一時的な

措置として、上部構造評点 0.7 以上の評価区分まで耐震性を高める設計 

(三) 耐震診断の結果、１階部分の上部構造評点が 1.0 未満と判断されたものについて、

一時的な措置として、１階部分のみ上部構造評点 1.0 以上の評価区分まで耐震性を高

める設計 

(四) 耐震診断の結果、最大応答変形角が 30 分の１を超え、軸組を構成する耐震要素に

よって倒壊のおそれがあると判定されたもの又は最大応答変形角が 15 分の１を超え、

構法のいかんにかかわらず倒壊のおそれがあると判定されたものについて、倒壊をま

ぬがれるよう、最大応答変形角が 30 分の１以下となるまで耐震性を高める設計。ただ

し、一部の軸組に変形能力のない耐震要素が含まれていても柱の軸力保持を保証する
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配慮がなされれば、安全限界変形角を 30分の１から 15分の１まで延ばしてもよいこ

ととする。 

(五) 耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満と判断されたものについて、国土交通

省、公的試験機関又は都道府県等の確認又は評価を受けた耐震シェルターを１階に設

置する設計 

(2)  非木造においては、耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩

壊する危険性があると判断されたものについて、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、

又は崩壊する危険性が低いと判断できる評価区分まで建物の耐震性を高める設計及び当

該設計に基づく耐震診断で、耐震改修設計技術者が行うもの 

ロ 地域まちづくり活用型においては、次に該当するものをいう。 

(1) 木造においては、耐震改修設計技術者が行う建物の地震に対する安全性に関する設計

及び当該設計に基づく耐震診断で、次のいずれかに該当するもの。ただし、次の(三)に

掲げる設計については、当該設計に基づく耐震診断を除く。 

(一) イ(1)（一）に該当するもの 

(二) イ(1)（四）に該当するもの  

(三) 耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満と判断されたものについて、国土交通

省、公的試験機関又は都道府県等の確認又は評価を受けた耐震シェルターを１階の地

域まちづくりに資する用途として利活用する部分に設置する設計 

(2)  イ(2)に該当するもの 

十四 耐震改修工事 建物の地震に対する安全性に関する工事で、次に該当するものをいう。 

イ 住宅再生型においては、次に該当するもの 

(1) 木造住宅においては、前号イ(1)に規定する耐震改修設計に基づいて行う工事 

(2) 非木造住宅においては、前号イ(2)に規定する耐震改修設計に基づいて行う工事 

ロ 地域まちづくり活用型においては、次に該当するもの 

(1) 木造住宅においては、前号ロ(1)に規定する耐震改修設計に基づいて行う工事 

(2) 非木造住宅においては、前号ロ(2)に規定する耐震改修設計に基づいて行う工事 

十五 性能向上に資する改修工事 住宅再生型における省エネルギー改修、バリアフリー改修

に関する工事として、別表第１に掲げる工事のうち、A～Gに掲げる工事を少なくとも１つ含

む A～Hまでの工事 

十六 地域まちづくりに資する改修工事 地域まちづくり活用型における地域まちづくりに資

する用途として活用するために必要となる改修工事 

十七 補助対象工事 次のイからハのいずれかに該当する改修工事 

イ 耐震改修工事においては、標準的な仕様による建築工事（高価な装飾、特殊な材料又は

高価な設備を使用しない工事をいう。以下同じ。）であり、別表第２に該当するもの（増築

（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 号）第 17 条第３項に規定す

る計画の認定を受けたもの及び市長が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認める
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ものを除く。）部分に係るものを除く。）をいう。 

ロ 性能向上に資する改修工事においては、標準的な仕様による建築工事であり、別表第 1

に該当するもの（住宅以外の用に供する部分に係るものを除く。）をいう。 

ハ 地域まちづくりに資する改修工事においては、地域まちづくりに資する用途として活用

するために必要となる改修工事における標準的な仕様による建築工事であり、別表第３に

該当するものをいう 

十八 補助申請建物 補助申請の対象となる建物をいう。ただし、長屋の一住戸において、補

助事業のうち、次のいずれかを実施する場合は、当該事業を実施する住戸をいう。 

イ インスペクション、性能向上に資する改修工事又は地域まちづくりに資する改修工事 

ロ 第十三号イ(１)(五)又は同号ロ(１)(三)に基づき耐震シェルターを設置するものの設計、

当該設計に基づいた耐震改修工事又はこれらを前提とした耐震診断 

十九 部分払金 地域まちづくりに資する改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事と同

時に行う耐震改修工事において補助事業者が支出する事業費のうち、補助事業に係る期間に

おける、完了予定年度を除く年度に支出する事業費をいう。 
二十 前払金 部分払金のうち、補助事業者が補助事業に係る地域まちづくりに資する改修工

事及び地域まちづくりに資する改修工事と同時に行う耐震改修工事の契約締結時に支出する

事業費をいう。 
二十一 中間金 部分払金のうち、補助事業者が支出する前号に規定するもの以外の事業費を

いう。 
 

（要件） 

第３条 インスペクション費補助制度は、インスペクションに要する費用（以下「インスペクシ

ョン費用」という。）に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、補助申請建

物が次の各号に掲げるものを対象とする。 

一 住宅再生型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの 

イ これから居住する空家であること 

ロ 平成 12年５月 31 日以前に建築されたものであること 

ハ 建築基準法第９条若しくは第 10 条又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26

年法律 127 号）第 22条に規定する措置が命じられていないものであること 

二 地域まちづくり活用型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの 

イ これから使用する空家であること 

ロ 平成 12年５月 31 日以前に建築されたものであること 

ハ 建築基準法第９条若しくは第 10 条又は空家等対策の推進に関する特別措置法第 22 条に

規定する措置が命じられていないものであること 

２ 耐震診断費補助制度Ⅰ型は、耐震診断に要する費用（補修費及び修繕費を除く。以下「耐震

診断費用」という。）に対する補助であり、耐震診断費補助制度Ⅱ型は、耐震診断と当該耐震診
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断の結果に基づく耐震改修設計（当該設計に基づく耐震改修工事の見積りを含む。以下同じ。）

を一連で行う際の、耐震診断費用と耐震改修設計に要する費用（以下「耐震改修設計費用」と

いう。）に対する補助である。耐震診断費補助制度（Ⅰ型・Ⅱ型）は、補助事業の施行区域を大

阪市全域とし、補助申請建物が次の各号に掲げるものを対象とする。 

一 住宅再生型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの 

イ これから居住する空家（補助申請建物が長屋建住宅である場合は、これから居住する空

家を有する長屋建住宅（住宅以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の２分の１

未満のもの）を含む））であること 

ロ 前項第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものであること 

ハ 非木造の場合、建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの又は建築時の設

計図書及び現地調査の結果を記載した書類等により、耐震診断を行うことが可能であると

確認できるものであること 

 二 地域まちづくり活用型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの 

イ これから使用する空家（補助申請建物が長屋建住宅である場合は、これから使用する空

家を有する長屋建住宅（住宅以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の２分の１

未満のもの）を含む））であること 

ロ 前項第二号ロ及びハに掲げる要件に該当するものであること 

ハ 非木造の場合、建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの又は建築時の設

計図書及び現地調査の結果を記載した書類等により、耐震診断を行うことが可能であると

確認できるものであること 

３ 耐震改修設計費補助制度は、耐震改修設計費用に対する補助であり、補助事業の施行区域を

大阪市全域とし、補助申請建物が次の各号に掲げるものを対象とする。 

一 住宅再生型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの 

イ 前項第一号に掲げる要件に該当するものであること 

ロ 耐震改修設計が、耐震診断の結果に基づいて行われるものであること 

二 地域まちづくり活用型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの 

イ 前項第二号に掲げる要件に該当するものであること 

ロ 耐震改修設計が、耐震診断の結果に基づいて行われるものであること 

４ 耐震改修工事費補助制度は、耐震改修工事に要する費用（補助対象工事に係る費用に限る。

以下「耐震改修工事費用」という。）に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域と

し、次の各号に掲げるものを対象とする。 

一 住宅再生型においては、次に掲げるすべての要件に該当すること 

イ 補助申請建物が、第２項第一号に掲げる要件に該当するものであること 

ロ 補助事業者及び補助事業者と同一世帯に含まれる補助事業者以外の補助申請建物所有者

が、本市において、個人にあっては個人市民税、法人にあっては法人市民税を滞納してい

ないこと 
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ハ 補助事業者及び補助事業者と同一世帯に含まれる補助事業者以外の補助申請建物所有者

が、本市において、所有する全ての土地・家屋に係る税（固定資産税・都市計画税）を滞

納していないこと 

二 地域まちづくり活用型においては、次に掲げるすべての要件に該当すること 

イ 補助申請建物が、第２項第二号に掲げる要件に該当するものであること 

ロ 補助事業者及び補助事業者と同一世帯に含まれる補助事業者以外の補助申請建物所有者

が、本市において、個人にあっては個人市民税、法人にあっては法人市民税を滞納してい

ないこと 

ハ 補助事業者及び補助事業者と同一世帯に含まれる補助事業者以外の補助申請建物所有者

が、本市において、所有する全ての土地・家屋に係る税（固定資産税・都市計画税）を滞

納していないこと 

ニ 補助事業者は、本市における区の空家の利活用に関する情報発信の取り組みについて協

力するとともに、活動報告を行うこと 

５ 性能向上に資する改修工事費補助制度は、性能向上に資する改修工事に要する費用（補助対

象工事に係る費用に限る。以下「性能向上改修工事費用」という。）に対する補助であり、補助

事業の施行区域を大阪市全域とし、補助申請建物が次に掲げるすべての要件に該当するものを

対象とする。 

一 第１項第一号及び前項第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものであること 

二 次のいずれかに該当すること 

イ 第２条第１項第十四号イに規定する耐震改修工事を行うこと 

ロ 第２条第１項第十四号イに規定する耐震改修工事を行ったものと同等の耐震性を有する

こと 

 三 補助事業者は、本市における区の空家の利活用に関する情報発信の取り組みについて協力

すること 

６ 地域まちづくりに資する改修工事費補助制度は、地域まちづくりに資する改修工事に要する

費用（補助対象工事に係る費用に限る。以下「地域まちづくり改修工事費用」という。）に対す

る補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、補助申請建物が次に掲げるすべての要

件に該当するものを対象とする。 

一 第１項第二号、第４項第二号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること 

二 次のいずれかに該当すること 

イ 第２条第１項第十四号ロに規定する耐震改修工事を行うこと 

ロ 第２条第１項第十四号ロに規定する耐震改修工事を行ったものと同等の耐震性を有する

こと 

（補助内容） 

第４条 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第１項の規定に適合するもの

について、インスペクション費用の 2 分の１以内で補助することができる。ただし、1 戸につ
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き 30,000 円を限度とする。 

２ 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第２項又は第３項の規定に適合す

るものについて、耐震診断費用及び耐震改修設計費用の一部を次の各号に掲げる内容で補助す

ることができる。 

一 耐震診断費用（１棟（補助事業を行う１の建物につき、当該補助事業を行う年度の末日ま

でにその１以上の住戸を除却することが確実であって、かつ、その除却後の建物の各部分が

相互に応力を伝えない構造となる場合にあっては、これらの部分はそれぞれ別の棟とみなす。

以下同じ。）につき床面積１㎡当たり 1,100 円を限度とする。）の 11分の 10 以内とする。た

だし、次に掲げる額のいずれか低い額を限度とする。 

イ １棟につき 50,000 円にその戸数を乗じて得た額 

ロ １棟につき 200,000 円 

二 耐震改修設計費用の３分の２以内とする。ただし、次に掲げる額のいずれか低い額を限度

とする。 

イ １棟につき 100,000 円にその戸数を乗じて得た額 

ロ １棟につき 180,000 円 

３ 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第４項の規定に適合するものにつ

いて、耐震改修工事費用（次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を限度とする。）の一

部を２分の１以内で補助することができる。ただし、１棟につき 115 万円にその戸数を乗じて

得た額を限度とする。なお、第 11 条第１項に規定する全体設計承認申請を行うものについて

は、部分払金に係る補助金の申請額は、年度ごとの部分払金に乗率（複数年度にわたる耐震改

修工事全体について、本項の規定に基づき算出された補助申請額（以下本項において、「全体

設計承認申請額」という。）を耐震改修工事費用で除したもの。）を掛けた値（中間金に係る補

助金にあっては、さらに 90％を乗じた値）とし、前払金に係る補助金の申請額は、全体設計承

認申請額の 40％を上限とする。 

一 補助申請建物が木造であるとき １棟につき床面積１㎡当たり 39,600 円 

二 補助申請建物が非木造であるとき １棟につき床面積１㎡当たり 51,700 円 

４ 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第 5 項の規定に適合するものにつ

いて、性能向上改修工事費用（別表第４に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を限度とす

る。）の一部を 2 分の１以内で補助することができる。ただし、1 戸につき 75 万円を限度とす

る。 

５ 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第６項の規定に適合するものにつ

いて、地域まちづくり改修工事費用（別表第４に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を限

度とする。）の一部を 2 分の１以内で補助することができる。ただし、300 万円を限度とする。

なお、第 11 条第１項に規定する全体設計承認申請を行うものについては、部分払金に係る補

助金の申請額は、年度ごとの部分払金に乗率（複数年度にわたる地域まちづくりに資する改修

工事全体について、本項の規定に基づき算出された補助申請額（以下本項において、「全体設計



 9 

承認申請額」という。）を地域まちづくりに資する改修工事費用で除したもの。）を掛けた値（中

間金に係る補助金にあっては、さらに 90％を乗じた値）とし、前払金に係る補助金の申請額は、

全体設計承認申請額の 40％を上限とする。 

６ インスペクション費用、耐震診断費用、耐震改修設計費用、耐震改修工事費用、性能向上改

修工事費用及び地域まちづくり改修工事費用（以下「補助対象費用」という。）には、補助対象

費用の限度の額を算定するときを除き、消費税及び地方消費税相当額は含まない。ただし、イ

ンスペクション費用、耐震診断費用及び耐震改修設計費用については、補助事業者が消費税仕

入税額控除（消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定による仕入れに係る消費税額の控除）

を行わない場合は、この限りでない。 

７ 第１項から第５項までに規定する補助金の額は、1,000 円未満の端数を切り捨てた額とする。 

８ 補助対象費用は、他の制度による補助金（本市以外が交付するものを含む。）の交付を受けて

おらず、かつ、受ける予定のないものとする。 

９ 第１項から第５項までに規定する補助金の額は、それぞれの補助対象費用に重複のないよう

算出するものとする。 

 

（インスペクション費補助制度、耐震診断費補助制度Ⅰ型・Ⅱ型及び耐震改修設計費補助制度に

係る補助金の交付申請） 

第５条 補助事業者は、補助事業（耐震改修工事、性能向上に資する改修工事及び地域まちづく

りに資する改修工事を除く。以下本条から第８条までにおいて同じ。）について、補助金の交

付を受けようとする場合、補助金交付申請書（様式１）に次の各号に掲げる事項を記載し、別

表第５に掲げる必要書類を添付して、補助事業に係る契約予定日（インスペクション又は耐震

診断費補助制度の交付申請を行う場合で、補助事業に係る契約書を作成しないときはインスペ

クション又は耐震診断の着手予定日。以下本項において同じ。）の 30 日前、かつ、契約予定日

の属する年度の４月１日（大阪市の休日を定める条例（平成３年 12 月 24 日条例第 42 号）第

１条に定める日（以下「休日」という。）である場合は、その日以降の直近の休日でない日。

以下同じ。）から 12 月 28 日（休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同

じ。）までに、市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の内容等に応じて市長が必

要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。 

一 補助事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地。以下同じ。） 

二 補助事業の内容 

三 補助申請建物の所在地及び概要 

四 補助金の交付申請額 

五 その他、市長が必要と認める事項 

 

（インスペクション費補助制度、耐震診断費補助制度Ⅰ型・Ⅱ型及び耐震改修設計費補助制度に



 10 

係る補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受領したときは、当該申請に係る書類の審

査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補

助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付申請額の算定に誤りがないかど

うかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、受領後 30日以内（休日及び書類の訂

正等に要する期間は除く。以下同じ。）に交付の決定を行い、補助事業者に補助金交付決定通知

書（様式２）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的

を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項についての修正を加えるこ

と又は条件を付すことができる。 

３ 市長は、第１項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理

由を付して、受領後 30 日以内に補助事業者に補助金不交付決定通知書（様式３）により通知す

るものとする。 

 

（インスペクション費補助制度、耐震診断費補助制度Ⅰ型・Ⅱ型及び耐震改修設計費補助制度に

係る実績報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書（様式４）に次の各号に掲げる

事項を記載し、別表第５に掲げる必要書類を添付して、前条第１項に規定する通知を受けた月

の３ヵ月後の末日（休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日）又は当該通知を受

けた年度の２月末日（休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。）のい

ずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長が

やむを得ないと認めた場合はこの限りでない。なお、補助事業の内容等に応じて市長が必要な

いと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。 

一 補助事業者の氏名及び住所 

二 補助事業の内容 

三 補助申請建物の所在地及び概要 

四 補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認に係る通知書の通知日及び通知番号 

五 補助金の交付決定額又は補助金の交付変更決定額 

六 補助金の精算額 

七 補助事業の実施期間 

八 その他、市長が必要と認める事項 

 

（インスペクション費補助制度、耐震診断費補助制度Ⅰ型・Ⅱ型及び耐震改修設計費補助制度に

係る実績報告に対する是正措置） 

第８条 市長は、前条に規定する実績報告書を受領した場合、当該報告に係る補助事業の成果が

補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認の内容並びにこれらに付した条件に適合し
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ないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るよう、その理由を付して、補助事業

者に指示することができる。 

２ 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。 

 

（耐震改修工事費補助制度、性能向上に資する改修工事費補助制度及び地域まちづくりに資する

改修工事費補助制度に係る補助金の交付申請） 

第９条 補助事業者は、補助事業（耐震改修工事、性能向上に資する改修工事又は地域まちづく

りに資する改修工事に限る。以下、この条、第 10条、第 12条、第 13 条及び第 20 条において

同じ。）について、補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書（様式１）に次の各

号に掲げる事項を記載し、別表第５に掲げる必要書類を添付して、補助事業に係る工事請負契

約予定日の 45 日前（第 11 条第１項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、補助事

業に係る工事請負契約予定日の 60 日前）、かつ、工事請負契約予定日の属する年度の４月１日

から 12月 15 日（休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。）までに、市長に提出

しなければならない。ただし、交付申請までに工事請負契約を締結した場合であっても、工事

に未着手であると証明できるときは、本項本文の「工事請負契約」を「工事着手」と読み替え

るものとする。なお、第 11 条第１項に規定する全体設計承認申請を行うもの、又は第 15 条第

２項の規定により第 16 条第１項に規定する全体設計変更承認申請を行うものは初年度の補助

金を除き、補助事業の完了予定年度までの各年度の始めに一括して当該年度分の補助金の交付

申請を行うものとする。 

一 補助事業者の氏名及び住所 

二 補助事業の内容 

三 補助申請建物の所在地及び概要 

四 補助金の交付申請額 

五 その他、市長が必要と認める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、前項

に掲げる書類の添付を省略することができる。 

 

（耐震改修工事費補助制度、性能向上に資する改修工事費補助制度及び地域まちづくりに資する

改修工事費補助制度に係る補助金の交付決定） 

第 10 条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受領したときは、当該申請に係る書類の審

査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補

助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付申請額の算定に誤りがないかど

うかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、受領後 45日以内（次条第１項に規定

する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、受領後 60 日以内（休日及び書類の訂正等に要す

る期間は除く。以下同じ。））に交付の決定を行い、補助事業者に補助金交付決定通知書（様式

２）により通知するものとする。 
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２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的

を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項についての修正を加えるこ

と又は条件を付すことができる。 

３ 市長は、第１項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理

由を付して、受領後 30 日以内（第１項の規定による次条第１項に規定する全体設計承認申請に

伴う交付決定の場合は、受領後 60 日以内）に補助事業者に補助金不交付決定通知書（様式３）

により通知するものとする。 

 
（全体設計承認） 
第 11 条 補助事業者が、施行上設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの

等で補助事業（以下、この条、第 15 条第２項及び第 16 条において地域まちづくりに資する

改修工事又は地域まちづくりに資する改修工事と同時に行う耐震改修工事に限る。）を一括し

て施行する必要があり、かつ、複数年度にわたる補助事業を行う場合は、全体設計承認申請書

（様式 20）に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第５に掲げる必要書類を添付して、補助

事業に係る工事請負契約予定日までに（第 15 条第２項のアに該当する場合はこの限りでな

い。）市長に提出しなければならない。ただし、全体設計承認申請までに工事請負契約を締結

した場合であっても、工事に未着手であると証明できるときは、本項本文の「工事請負契約」

を「工事着手」と読み替えるものとする。なお、補助事業の内容等に応じて市長が必要がない

と認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。 
一 補助事業者の氏名及び住所 
二 補助事業の内容 
三 補助申請建物の所在地及び概要 
四 補助金交付申請見込額 
五 その他、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項に規定する全体設計承認申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、施行

上設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの等で補助事業を一括して施

行する必要があるものかどうか及び補助金の交付申請見込額の算定に誤りがないかどうかを

審査し、全体設計を承認すべきものと認めたときは、受領後 60 日以内（市長がやむを得ない

と認めた場合はこの限りでない。）に、補助事業者に全体設計承認通知書（様式 21）により通

知するものとする。 
３ 市長は、前項の規定により全体設計の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を

達成するために必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件

を付すことができる。 
４ 市長は、第２項に規定する審査の結果、全体設計を承認しないときは、その理由を付して、

受領後 60 日以内（市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。）に補助事業者に全体
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設計不承認通知書（様式 22）により通知するものとする。 
 

（耐震改修工事費補助制度、性能向上改修に資する工事費補助制度及び地域まちづくりに資する

改修工事費補助制度に係る実績報告） 

第 12 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき及び第 11条第２項に規定する通知を受けた補

助事業について、部分払金の支払いが完了したときは、実績報告書（様式４）に次の各号に掲

げる事項を記載し、別表第５に掲げる必要書類を添付して、第 10条第１項に規定する通知を受

けた年度の２月末日までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、

市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。なお、補助事業の内容等に応じて市長が

必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。 

一 補助事業者の氏名及び住所 

二 補助事業の内容 

三 補助申請建物の所在地及び概要 

四 全体設計承認及び全体設計変更承認に係る通知書の通知日及び通知番号 
五 補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認に係る通知書の通知日及び通知番号 

六 補助金の交付決定額又は補助金の交付変更決定額 

七 補助金の精算額 

八 補助事業の実施期間 

九 その他、市長が必要と認める事項 

 

（耐震改修工事費補助制度、性能向上改修に資する工事費補助制度及び地域まちづくり改修に資

する工事費補助制度に係る実績報告に対する是正措置） 

第 13 条 市長は、前条に規定する実績報告書を受領した場合、当該報告に係る補助事業の成果が

補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認の内容並びにこれらに付した条件に適合し

ないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るよう、その理由を付して、補助事業

者に指示することができる。 

２ 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。 

 

（補助金額の変更を伴わない補助事業の変更等） 

第 14 条 補助事業者は、第６条第１項若しくは第 10 条第１項において決定された補助金交付決

定額又は次条第３項において決定された補助金交付変更決定額（以下「補助金額」という。）の

変更を伴うもの以外の補助事業の内容等の変更（第５項に定める軽微な変更を除く。）をしよう

とするときは、変更承認申請書（様式５）に、補助事業の廃止をしようとするときは、廃止承

認申請書（様式６）に次の各号（第４号については変更承認申請書、第５号及び第６号につい

ては廃止承認申請書に限る。）に掲げる事項を記載し、変更承認申請書については別表第５に掲

げる必要書類を添付して、第６条第１項若しくは第 10 条第１項に規定する通知を受けた年度の
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１月末日（休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。）又は第７条及び

第 12 条に規定する実績報告書の提出期日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければなら

ない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。 

一 補助事業者の氏名及び住所 

二 補助事業の内容 

三 補助申請建物の所在地 

四 変更する内容及びその理由 

五 補助事業の現状 

六 廃止の理由  

七 その他、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項に規定する変更承認申請書又は廃止承認申請書を受領した場合、当該申請に係

る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、変更承認申請の場合にあっては、補助

金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、廃

止承認申請の場合にあっては、当該申請に係る廃止の内容等が法令等に違反しないかどうかを

審査し、変更又は廃止を承認すべきものと認めたときは、受領後 30 日以内に変更又は廃止を承

認し、補助事業者に変更承認通知書（様式７）又は廃止承認通知書（様式８）により通知する

ものとする。 

３ 市長は、前項の規定により変更の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成

するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付す

ことができる。 

４ 市長は、第２項に規定する審査の結果、変更又は廃止を承認しないときは、その理由を付し

て、受領後 30 日以内に補助事業者に（変更・廃止）不承認通知書（様式 9）により通知するも

のとする。 

５ 第１項の軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。 

一 インスペクション、耐震診断又は耐震改修設計については、工程の大幅な変更を行わない

もの 

二 耐震改修工事、性能向上に資する改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事について

は、補助対象工事を行う部位の面積、配置又は構造等の大幅な変更を行わないもの 

 

（補助金額の変更を伴う補助事業の変更等） 

第 15 条 補助事業者は、補助金額の変更を伴う補助事業の内容等の変更（第６項に定める軽微な

変更を除く。）をしようとするときは、補助金交付変更申請書（様式 10）に次の各号に掲げる

事項を記載し、別表第５に掲げる必要書類を添付して、第６条第１項若しくは第 10 条第１項に

規定する通知を受けた年度の１月末日又は第７条若しくは第 12 条に規定する実績報告書の提

出期日のいずれか早い日（次項に該当する場合はこの限りでない。）までに、市長に提出しなけ

ればならない。ただし、提出期日については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りで
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ない。なお、補助事業の内容等の変更に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類

の添付を省略することができる。 
一 補助事業者の氏名及び住所 

二 補助事業の内容 

三 補助申請建物の所在地 

四 補助金の交付決定額及び補助金の交付変更申請額 

五 変更する内容及びその理由 

六 その他、市長が必要と認める事項 

２ 前項の申請を行う補助事業が次表の第一欄に掲げる場合のとき、補助事業者は、第二欄に掲

げる提出期日までに前項に規定する補助金交付変更申請を行い、同時に第三欄に掲げる申請を

行わなければならない。ただし、提出期日については、市長がやむを得ないと認めた場合はこ

の限りでない。 

 第一欄（場合） 第二欄（提出期日） 第三欄（申請） 

ア 補助金額の決定後に補助事業の完了年度が翌年

度以降となる場合（第 11 条第 1項の全体設計承

認申請を行っていないものに限る） 

交付決定を受けた

年度の 12 月 28 日 

第 11 条第１項に

規定する全体設

計承認申請 

イ 補助事業の内容、経費の配分もしくは執行計画

の変更に伴い、第 11 条第２項の規定により通

知された補助金交付決定見込額が増額となる場

合で、外部的要因（関係機関及び近隣との協議・

調整、地中障害、湧水等の対応、異常気象、そ

の他これらに類するもの）によるやむを得ない

場合 

交付決定を受けた

年度の 12 月 28 日 

次条第 1 項に規定

する全体設計変

更承認申請 

ウ 第 11 条第２項の規定により通知された補助金

交付決定見込額が変更となる場合（イに該当す

る場合を除く） 

交付決定を受けた

年度の 1 月末日 
次条第 1 項に規定

する全体設計変

更承認申請 

 

３ 市長は、第１項に規定する補助金交付変更申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審

査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補

助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付変更申請額の算出に誤りがない

かどうかを審査し、補助金を交付変更すべきものと認めたときは、受領後 30 日以内（前項の規

定による第 11 条第１項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、受領後 60 日以内）

に交付変更の決定を行い、補助事業者に補助金交付変更決定通知書（様式 11）により通知する

ものとする。 

４ 市長は、前項の規定により補助金の交付変更決定を通知する場合において、補助金の交付の

目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は
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条件を付すことができる。 

５ 市長は、第３項に規定する審査の結果、補助金を交付変更しないことを決定したときは、そ

の理由を付して、受領後 30 日以内（第２項の規定による第 11 条第１項に規定する全体設計承

認申請に伴う申請の場合は、受領後 60 日以内）に補助事業者に補助金交付変更決定しない旨

の通知書（様式 12）により通知するものとする。 

６ 第１項の軽微な変更とは、耐震診断において、現地調査の結果が当初見込んでいたものと異

なることに伴い補助金額が減少することとなる変更とする。 

７ 第３項に基づく補助金の交付変更決定においては、補助金の増額は行わないものとする。 

 

 （全体設計に係る補助事業の変更等） 
第 16 条 補助事業者は、次表の第一欄に掲げる場合のとき、第二欄に掲げる様式に次の各号に

掲げる事項を記載し、別表第５に掲げる必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。 
一 補助事業者の氏名及び住所 
二 補助事業の内容 
三 補助申請建物の所在地 
四 補助金交付決定見込額及び変更後の補助金交付申請見込額（第 11 条第２項の規定により

通知された補助金交付決定見込額の変更を伴う全体設計変更承認申請書に限る。） 
五 補助事業の現状（全体設計廃止届に限る。） 
六 変更する内容及びその理由又は廃止の理由 
七 その他、市長が必要と認める事項 

 第一欄（場合） 第二欄（様式） 

ア 第 11 条第２項に規定する通知を受けた補助事業の内容等の

変更（第５項に定める軽微な変更を除く。以下この条におい

て同じ。）をしようとする場合 

全体設計変更承認申請書

（様式 23） 

イ 第 11 条第２項に規定する通知を受けた補助事業の廃止をし

ようとする場合 

全体設計廃止届（様式 24） 

２ 市長は、前項に規定する全体設計変更承認申請書を受領した場合、第 11 条第２項に準じて

審査し、変更を承認すべきものと認めたときは、受領後 30 日以内に変更を承認し、補助事業

者に全体設計変更承認通知書（様式 25）により通知するものとする。 
３ 市長は、前項の規定により変更の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成

するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付す

ことができる。 
４ 市長は、第２項に規定する審査の結果、変更を承認しないときは、その理由を付して、受領

後 30 日以内に補助事業者に全体設計変更不承認通知書（様式 26）により通知するものとする。 
５ 第１項の軽微な変更とは、次の各号全てに該当するものとする。 

一 工程の大幅な変更を行わないもの 
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二 第 11 条第２項の規定により通知された補助金交付決定見込額又は第３項の規定により通

知された変更後の補助金交付決定見込額の変更を伴わないものであり、かつ、補助対象工

事を行う部位の面積、配置又は構造等の大幅な変更を行わないもの 
６ 第２項において承認する変更後の補助金交付決定見込額は、変更前の補助金交付決定見込額

を超えないものとする。 
７ 第１項の規定による全体設計廃止届が提出された場合は、当該申請に係る全体設計の承認等

はなかったものとみなす。 
 

（申請の取下げ） 

第 17 条 第５条、第９条第 1項、第 11 条第１項、第 14 条第１項、第 15条第１項又は前条第１

項に規定する申請を行った者は、第６条第１項、第 10 条第１項、第 11条第２項、第 14条第２

項、第 15 条第３項又は前条第２項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補

助金の交付決定等の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受け取った

日の翌日から起算して 10日までに、市長に、申請取下書（様式 13）を提出することができる。 

２ 前項の申請取下書の提出があった場合は、当該申請に係る補助金交付の決定等はなかったも

のとみなす。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 18 条 市長は、第６条第１項若しくは第 10 条第１項に規定する補助金交付決定、第 11 条第２

項に規定する全体設計承認、第 14 条第２項に規定する変更承認、第 15 条第３項に規定する補

助金交付変更決定又は第 16 条第２項に規定する全体設計変更承認（以下「補助金交付決定等」

という。）をした場合、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、当該補助金交付決

定等の全部若しくは一部を取り消し、又は当該補助金交付決定等の内容若しくはこれらに付し

た条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分につ

いては、この限りでない。 

２ 市長が前項の規定により、補助金交付決定等を取り消すことができるのは、次の各号のいず

れかに該当するときとする。 

一 天災地変その他、補助金交付決定等後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を

継続する必要がなくなったとき 

二 補助事業者が、補助事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用できないこと、

補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することが

できないことその他の理由により補助事業を遂行することができないとき（補助事業者の責

に帰すべき事情による場合を除く。） 

三 社会資本整備総合交付金交付要綱又は大阪府震災対策推進事業補助金交付要綱に基づく国

又は大阪府の本市に対する交付金等の交付決定が取消される等により、本市が国又は大阪府

から当該交付金等の交付を受けられない又は交付後返還を求められたとき 
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３ 市長は、第１項に規定する取消し又は変更をしたときは、その理由を付して、補助事業者に

事情変更による（決定・承認）（取消・変更）通知書（様式 14）により通知するものとする。 

 

（着手） 

第 19 条 補助事業者は、第５条、第９条第１項又は第 11 条第１項の規定による申請における契

約予定日にかかわらず、第６条第１項、第９条の２第１項又は第 11 条第３項の規定による補助

金の交付決定通知日以降に契約を締結し、補助事業に着手（インスペクション又は耐震診断費

補助制度の交付申請を行う場合で、補助事業に係る契約書類を作成していないときは、第６条

第１項の規定による補助金の交付決定通知日以降にインスペクション又は耐震診断に着手）し

なければならない。なお、補助事業に係る各種手続きが必要となったときは、速やかに必要書

類を提出しなければならない。 

２ 第９条第１項ただし書又は第 11 条第１項ただし書に基づき申請を行う場合について、補助事

業者は、当該申請における工事着手予定日にかかわらず、第９条の２第１項又は第 11条第３項

の規定による補助金の通知日以降に、工事着手届（様式 27）に次の各号に掲げる事項を記載し、

別表第５に掲げる必要書類を添付のうえ市長に提出して、工事に着手しなければならない。  

一 補助事業者の氏名及び住所 

二 補助事業の内容 

三 補助申請建物の所在地 

四 全体設計承認に係る通知書の通知日及び通知番号 

五 補助金交付決定に係る通知書の通知日及び通知番号 

六 工事着手予定日 

七 その他、市長が必要と認める事項 

 

（中間及び完了検査） 

第 20 条 補助事業者は、補助事業を行う場合、補助対象工事途中及び工事完了時に、検査を受け

るため、事前に検査依頼書（様式 15）を、市長に提出しなければならない。ただし、性能向上

に資する改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事においては、工事の内容等に応じて市

長が必要ないと認めるときは、中間検査（補助対象工事途中に実施する検査をいう。以下同じ。）

を省略することができる。 

２ 市長は、前項に規定する検査依頼書を受領した場合、当該補助事業が適切に実施されている

かどうか、速やかに検査を行うものとする。 

 

（補助事業の適正な遂行） 

第 21 条 補助事業者は、大阪市補助金等交付規則第 10条に基づき、補助事業を遂行しなければ

ならない。 
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（権利譲渡の禁止） 

第 22 条 補助事業者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならな

い。 

 

（状況報告等） 

第 23 条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に

対して、報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立

ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（補助事業の遂行の指示） 

第 24 条 市長は、第 20 条による他、必要に応じて現地検査を行い、補助事業が、補助金交付決

定等の内容若しくはこれらに付した条件又は法令等に従って遂行されていないと認めるときは、

補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行するよう指示することができる。 

 

（補助金額の確定） 

第 25 条 市長は、第７条又は第 12条に規定する実績報告書を受領した場合、当該実績報告書の

内容の審査等を実施して、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定等の内容及びこれ

らに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補

助金額確定通知書（様式 16）により通知するものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第 26 条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、

第６条第１項、同条第３項、第 10 条第１項、同条第３項、第 15条第３項、同条第５項、第 18

条第３項、前条又は次条第３項に規定する通知を受けた日からそれぞれ５年間保存しなければ

ならない。 

 

（交付決定等の取消し） 

第 27 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定

等の全部又は一部を取り消すことができる。 

一 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合 

二 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合 

三 補助金を他の目的に使用した場合 

四 その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用が

あるものとする。 

３ 市長は、第１項又は次項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して、補助事業者に取
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消通知書（様式 17）により通知するものとする。 

４ 市長は第１項の取消しを行った場合は、同補助事業に係る他の交付決定についても全部又は

一部を取り消すことができる。 
 

（補助金の返還） 

第 28 条 市長は、前条第１項又は第４項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合におい

て、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を

定めてその返還を命じるものとする。 

 

（加算金及び延滞金） 

第 29 条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、大阪市補助金等交

付規則第 19条に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。 

 

（補助金交付の請求及び交付） 

第 30 条 第 25 条に規定する通知を受けた補助事業者は、当該通知を受けた次の年度の４月 30

日（休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日）までに、補助金交付の請求を市長

にしなければならない。 

２ 補助事業者が、前項の補助金交付の請求をするにあたり、その請求及び受領をインスペクシ

ョン・耐震診断を行った技術者が所属する建築士事務所、インスペクション・耐震診断及び耐

震改修設計を行った技術者が所属する建築士事務所又は耐震改修工事、性能向上に資する改修

工事及び地域まちづくりに資する改修工事を行った施工業者（以下「空家利活用改修事業者」

という。）に委任する場合は、代理請求及び代理受領委任状（様式 19）及び別表第５に掲げる

必要書類を提出しなければならない。この場合において、前項中「補助事業者」とあるのは「空

家利活用改修事業者」と読み替えるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する請求を受けた場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金

を交付するものとする。 

４ 市長は、第１項に規定する請求があった場合、受領後 30日以内に口座振替により補助金を支

払うものとする。 

 

（調査協力等） 

第 31 条 補助事業者は、補助事業に関し、市長が必要な調査をするときは、これに協力しなけれ

ばならない。 

２ 耐震改修工事を行う補助事業者は、当該工事現場の見易い場所に、耐震改修工事を行ってい

る旨の表示をするよう努めなければならない。 

 

（委任） 
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第 32 条 市長は、大阪市空家利活用改修補助事業を実施するため、事務の一部を本市以外のもの

に委任することができる。 

 

（その他） 

第 33 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めることができる。 

 

 

附 則 

 この要綱は令和元年６月 24 日から施行する。 

  

附 則 

 この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 
1 この要綱は令和６年６月１日から施行する。 
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の

間、改正後の要綱の定める様式により作成した用紙として使用することができる。 
 
附 則 

 この要綱は令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は令和８年４月１日から施行する。 

 



（別表第１）第２条第十五号関係、第２条第十七号ロ関係 （性能向上に資する改修工事） 

※補助対象外工事 
・増築、減築に係る工事、外構工事（ライフラインに係る引込工事を除く）、物置等 
・シロアリ駆除、ハウスクリーニングに係る費用 
・家財、電化製品等の撤去費 
・住宅に組み込まれない設備・機器等の設置・交換（例：エアコン、食器洗浄機等） 
・家電、家具、カーテン・ブラインド類、照明器具 
・太陽光発電設備や蓄電池の設置工事、家具固定のための器具及び工事 
・給排水・ガス設備に接続されていない台所流し、浴槽、シャワー設備、洗面設備、ガスコンロ等 
・専ら個人の嗜好に基づくリフォーム工事（外壁・屋根等の装飾、補修や改修、性能向上が目的ではない個人の趣味・嗜好による塗替え等） 
・ジャグジー、ミストサウナ、浴室内テレビ、浴室内オーディオ等（ユニットバスの場合は、価格相当分を除く） 
・他の補助金等の対象となる工事 
・その他本事業の趣旨に合わないと判断される工事 

補助対象工事（材工共・既存の撤去費を含む） 

工事種別 工事内容 工事基準の詳細 

省エネ

ルギー

改修 

A 

居室（建築基準法第 2条第 4号で
規定される「居室」をいう）にお
ける窓の断熱改修工事（１以上の
居室における外気に接する窓全て
を改修するもの）で、改修後の窓
の熱還流率が、4.65W/㎡・K 以下
となるもの 

内窓設置 外部に面した既存窓の内側に新たに内窓を設置するもの 

外窓交換 外部に面した既存窓を建具枠と共に交換、又は外部に面する窓を新設するもの 

ガラス交換 外気に面した既存の建具枠を利用して、窓ガラスを交換するもの 

B 
外壁・屋根・天井又は床の断熱改
修工事（部分的な断熱改修工事を
含む）  

断熱材施工 断熱材の種類及び施工箇所に応じ、別表第１－１に掲げる最低使用量以上の断
熱材を使用すること。ただし、施行箇所については、外気と接する部分とする
よう努めること。 

C 

エコ住宅設備（太陽熱利用システ
ム、節水型トイレ、高断熱浴槽、
高効率給湯器、節湯水栓）のう
ち、３種類以上を設置する工事 

太陽熱利用 

システム 

強制循環式のもので、JIS A4112 に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上
の性能を有すること（蓄熱槽がある場合は、JIS A4113 に規定する太陽蓄熱槽
と同等以上の性能を有すること）が確認できるもの 

節水型 

トイレ 

JIS A5207：2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ型大便器」または「洗浄弁式節
水Ⅱ型大便器」、JIS A5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ型大便器」また
は「専用洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、もしくは JIS A5207:2019 に規定する
「タンク式Ⅱ型大便器」または「専用洗浄弁式Ⅱ型大便器」と同等以上の性能
を有するもの 

高断熱浴槽 JIS A5532 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有するもの。 

高効率 

給湯器 

以下の①～④と同等以上の性能を有するもの。 
①潜熱回収型ガス給湯機（エコジョーズ） 
給湯部熱効率が 94％以上（ JIS S 2109:2011 家庭用ガス温水機器に規定） 
②潜熱回収型石油給湯器（エコフィール） 
連続給湯効率が 94％以上（ JIS S 3031 石油燃焼機器の試験方法通則に規定） 
③電気ヒートポンプ給湯器（エコキュート） 
年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が 3.0 以上、ただし寒冷地仕様は 2.7 以
上（ JIS C9220 家庭用ヒートポンプ給湯機に規定） 
④ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器（ハイブリッド給湯器） 
熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで、貯湯
タンクを持つものであり、年間給湯効率（JGKAS A705）が 102％以上であるこ
と 

節湯水栓 以下の①～③と同等以上の性能を有するもの。 
①台所水栓において「手元止水機能（節湯 A1※）」又は「水優先吐水機能（節
湯 C1※）」を有すること。 
②洗面水栓において「水優先吐水機能（C1※）」有すること。 
③浴室シャワー水栓において、「手元止水機能（節湯 A1※）」又は「小流量吐
水機能 B1※）」を有すること。ただし、シャワーヘッドのみの交換は除く。 
※JIS B 2061:2017 給水栓に規定 

バリア

フリー

改修 

D 

段差解消工事（便所、浴室、脱衣
室、その他の居室及び玄関並びに
これらを結ぶ経路のうち、いずれ
か１箇所以上の床の段差（レベル
差が 5mm を超えるもの）を解消す
る工事）  

段差解消 敷居を低くする、廊下のかさ上げや固定式スロープ（勾配 1/12 以内のものに
限る）の設置等を行う工事をいい、取り付けにあたって工事を伴わない踏み
台、段差解消板、スロープ等の据え置き等は除く。 

E 

廊下幅等の拡張工事（介助用の車
いすで用意に移動するために通路
又は出入口のうち、いずれか１箇
所以上の幅を拡張する工事） 

廊下幅等の 

拡張 

通路又は出入口（以下「通路等」という。）の幅を拡張する工事であって、工
事後の通路等（当該工事が行われたものに限る。）の幅が、概ね 750ｍｍ以上
（浴室の出入り口にあっては概ね 600ｍｍ以上）であるものをいい、通路等の
幅の拡張を伴わない単なるドアの取替えは除く。 

F 
階段の改良工事（既存の階段の撤
去を伴うもので、勾配を緩和する
工事に限る） 

階段の 

改良工事 

従前の階段の勾配が従後の階段の勾配に比して緩和されたことが確認できる工
事 

G 

トイレの改良工事（和式便器を撤
去し、洋式便器を設置する工事
（ただし手すりが設置されている
ものに限る）） 

トイレの 

改良工事 

和式便器を洋式便器（洗浄機能や暖房機能等が付いているものを含む）に取り
換える工事（取り外し可能な腰掛便座への取替えは除く） 
一体工事として便器を取り換える工事に伴って床材の変更等の工事 
手すりは、下地補強等により壁に固定されていること。 

その他 

改修 
Ｈ 

・内外装（壁、床、天井、屋根等）及び基礎部分の改修工事 
・建具（扉・窓等）の改修工事 
・上下水道設備・ガス設備・電気設備の改修工事 
・台所の改修工事 
・トイレの改修工事 
・浴室の改修工事 
・洗面室の改修工事 



（別表第１－１）断熱材の最低使用量 （性能向上に資する改修工事） 
戸建住宅   （単位：㎥） 

断熱材の種類※１ 
断熱材の最低使用量 

外壁※２ 屋根・天井 床※３ 

A-1 3.3 3.2 1.8 

A-2 3.2 3.1 1.7 

B 2.9 2.8 1.5 

C 2.6 2.4 1.4 

D 2.2 2.1 1.1 

E 1.9 1.8 1.0 

F 1.4 1.4 0.8 

    

長屋建住宅   （単位：㎥） 

断熱材の種類※１ 
断熱材の最低使用量 

外壁 屋根・天井 床 

A-1 1.0 2.1 1.5 

A-2 1.0 2.0 1.5 

B 0.9 1.8 1.3 

C 0.8 1.6 1.2 

D 0.6 1.5 0.9 

E 0.6 1.3 0.8 

F 0.4 1.0 0.6 
 

※１ 断熱材の種類を複数用いる場合、各種類の基準に占める割合の合計が 10割以上となる

ようにすること。 

   （例）長屋建住宅の外壁を断熱化する場合、A-1を基準の 5 割（0.5 ㎥）、F を基準の 5

割（0.2 ㎥）とすることも可。 

※２ 間仕切り壁を含む。 

※３ 部分断熱の場合において、最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低

使用量を適用する。 

 
  



断熱材の種類 （性能向上に資する改修工事） 
断熱材の種類 

※１ 
熱伝導率 

（W/m・K） 
断熱材の種類の例※３ 

A-1 0.052～0.051 ・吹込み用グラスウール断熱材（天井）LFGW1052，LFGW1352，LFGW1852 

・吹込み用ロックウール断熱材（天井） LFRW255，LFRW2551，LFRW3051 

・インシュレーションファイバー断熱材（ボド） DIB，DIBP 

A-2 0.050～0.046 ・グラスウール断熱材（通常品）GW10-48，GW10-49，GW10-50 

・グラスウール断熱材（高性能品）GWHG10-46，GWHG10-47 

・吹込み用グラスウール断熱材（天井） LFGW2050 

・吹込み用ロックウール断熱材（天井）LFRW2547 

B 0.045～0.041 ・グラスウール断熱材（通常品） GW12-45，GW16-45，GW20-42  

・グラスウール断熱材（高性能品） GWHG10-45，GWHG12-43  

・ロックウール断熱材（LA、LB、LC） RWLA，RWLB，RWLC  

・吹込み用ロックウール断熱材（天井用） LFRW2541，LFRW2545，LFRW3045  

・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材（4 号） EPS4  

・ポリエチレンフォーム断熱材（1 種 1 号、2 号） PE1.1，PE1.2 

C 0.040～0.035 ・グラスウール断熱材（通常品） GW20-40，GW24-38，GW32-36，GW40-36  

・グラスウール断熱材（高性能品）GWHG14-38，GWHG16-37，GWHG24-35，

GWHG32-35  

・ロックウール断熱材 RWLD，RWMA，RWMB，RWMC，RWHA，RWHB  

・インシュレーションファイバー断熱材（ファイバーマット） IM  

・吹込み用グラスウール断熱材（屋根・床・壁用）  

LFGW2040，LFGW2238，LFGW3240，LFGW3540，LFGW4036  

・吹込み用ロックウール断熱材（天井用） LFRW2540，LFRW3040，LFRW3039  

・吹込み用ロックウール断熱材（屋根・床・壁用） LFRW6038  

・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材（2 号、3 号） EPS2，EPS3  

・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（1 種） XPS1bA, XPS1bB, XPS1bC  

・ポリエチレンフォーム断熱材（2 種） PE2  

・吹込み用セルローズファイバー断熱材 LFCF2540，LFCF4040，LFCF5040  

・フェノールフォーム断熱材（2 種 1 号、3種 1 号） PF2.1A，PF3.1A  

・フェノールフォーム保温板（3 種 1 号） PF-B-3.1  

・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム（A 種 3） NF3 

D 0.034～0.029 ・グラスウール断熱材（通常品） GW80-33，GW96-33  

・グラスウール断熱材（高性能品）  

GWHG20-34，GWHG24-34，GWHG28-34，GWHG32-34，GWHG36-32，GWHG38-32，

GWHG40-34，GWHG48-33  

・ロックウール断熱材 RWHC  

・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材（1 号） EPS1  

・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（2 種） XPS2bA，XPS2bB，XPS2bC  

・ポリエチレンフォーム断熱材（3 種） PE3  

・フェノールフォーム断熱材（2 種 2 号） PF2.2AⅠ，PF2.2AⅡ  

・硬質ウレタンフォーム断熱材（1 種） PUF1.1  

・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム（A 種 1、2） NF1，NF2 

E 0.028～0.023 ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（3 種）XPS3aA，XPS3bA，XPS3aB，

XPS3bB，XPS3aC，XPS3bC  

・フェノールフォーム断熱材（2 種 3 号） PF2.3A  

・硬質ウレタンフォーム断熱材（1 種、2 種、3 種）PUF1.2，PUF1.3，

PUF2.1A，PUF2.2A，PUF2.2B，PUF2.3，PUF2.4，PUF3.1A，PUF3.1B，

PUF3.1C，PUF3.1D，PUF3.2A，PUF3.2B，PUF3.2C，PUF3.2D  

・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム（A 種 1H、2H） NF1H，NF2H 

F 0.022 以下 ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（3 種） XPS3aD, XPS3bD  

・フェノールフォーム断熱材（1 種 1 号、2 号、3 号） PF1.1A，PF1.2B，

PF1.3C  

・フェノールフォーム保温板 1 種 2 号 PF-B-1.2  

・硬質ウレタンフォーム断熱材（2 種）PUF2.1B，PUF2.1C，PUF2.1D，

PUF2.1E，PUF2.2C，PUF2.2D，PUF2.2E，PUF2.2F 

※１ JIS A 5901 で規定されるポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床のうち、PS-C25、PS-C30、及び、

JIS A 5914 で規定される建材畳床のうち、KT-Ⅱ、KT-Ⅲ、KT-K(1 種 b※２)、KT-N(1 種 b※２)については、断

熱材区分 A-1～C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。また KT-K(3 種 b※２)、KT-N(3 種 b※２)につ

いては、断熱材区分 D と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。ただし、押出法ポリスチレンフォーム

断熱材の種類について標記が無い場合は、断熱材区分 A-1～C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。 

※２ JIS A 9521 で規定される押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類を示す。  

※３ 表中の記号は、JIS の製品番号を示す。 

  



（別表第２）第２条第十七号イ関係 （耐震改修工事） 

補助対象工事（材工共・既存の撤去費を含む） 

(1) 基礎の補強又は新設工事 

(2) 耐力を有する壁又は架構の補強又は新設工事 

(3) 水平構面の耐力を向上させる工事 

(4) 構造耐力上主要な部分の緊結工事 

(5) 柱又は梁の強度を向上させる工事 

(6) 構造耐力上主要な部分等の腐朽・劣化部分の取替工事又は補修 

(7) 屋根の軽量化工事 

(8) 第２条第十三号イ（1）（五）およびロ（1）（三）に規定する設計に基づく工事 

(9) 平成 12 年建設省告示第 2009 号第１第２号に規定する免震層を設置する工事 

(10) 上記工事を実施するために最低限必要な仮設、除却及び原状復旧のための工事 

(11) その他市長が必要と認める工事 

 
 
 
 
（別表第３）第２条第十七号ハ関係 （地域まちづくりに資する改修工事） 

 
※補助対象外工事 
・増築、減築に係る工事、外構工事（ライフラインに係る引込工事を除く）、物置等 
・シロアリ駆除、ハウスクリーニングに係る費用 
・家財、電化製品等の撤去費 
・住宅に組み込まれない設備・機器等の設置・交換（例：エアコン、食器洗浄機等） 
・家電、家具、カーテン・ブラインド類、照明器具 
・太陽光発電設備や蓄電池の設置工事、家具固定のための器具及び工事 
・給排水・ガス設備に接続されていない台所流し、浴槽、シャワー設備、洗面設備、ガスコンロ

等 
・専ら団体の嗜好に基づくリフォーム工事（外壁・屋根等の装飾、地域まちづくりに資する用途

として活用するために必要ではない団体の趣味・嗜好による塗替え等） 
・ジャグジー、ミストサウナ、浴室内テレビ、浴室内オーディオ等（ユニットバスの場合は、価

格相当分を除く） 
・他の補助金等の対象となる工事 
・その他本事業の趣旨に合わないと判断される工事 
 

補助対象工事（材工共・既存の撤去費を含む） 

(1) 内外装（壁、床、天井、屋根等）及び基礎部分の改修工事 

(2) 建具（扉・窓等）の改修工事 

(3) 上下水道設備・ガス設備・電気設備の改修工事 

(4) 台所の改修工事 

(5) トイレの改修工事 

(6) 浴室の改修工事(7) 洗面室の改修工事 



（別表第４）第４条第４項、第５項関係 
 

 

性能向上に資する改修工事 

工事種別 工事内容（材工共・既存の撤去費を含む） 工事費用の限度額 

省エネ

改修 

A 

居室（建築基準法第 2条第 4号で規定される「居室」を

いう）における窓の断熱改修工事（１以上の居室におけ

る外気に接する窓全てを改修するもの） 

－ B 
外壁・屋根・天井又は床の断熱改修工事（部分的な断熱

改修工事を含む） 

C 

エコ住宅設備（太陽熱利用システム、節水型トイレ、高

断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓）のうち、３種類以

上を設置する工事 

バリア

フリー

改修 

D 

段差解消工事（便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び

玄関並びにこれらを結ぶ経路のうち、いずれか１箇所以

上の床の段差を解消する工事） 

－ E 

廊下幅等の拡張工事（介助用の車いすで容易に移動する

ために通路又は出入口のうち、いずれか１箇所以上の幅

を拡張する工事） 

F 
階段の改良工事（既存の階段の撤去を伴うもので、勾配

を緩和する工事に限る） 

G 

トイレの改良工事（和式便器を撤去し、洋式便器を設置

する工事（ただし手すりが設置されているものに限

る）） 
300,000 円/箇所 

その他 

改修 
Ｈ 

内外装（壁、床、天井、屋根等）及び基礎部分の改修工

事 

建具（扉・窓等）の改修工事 

下記以外の項目 

35,900 円/㎡ 

上下水道設備・ガス設備・電気設備の改修工事 － 

台所の改修工事 690,000 円/戸 

トイレの改修工事 300,000 円/箇所 

浴室の改修工事 690,000 円/戸 

洗面室の改修工事 300,000 円/戸 

地域まちづくりに資する改修工事 

工事内容（材工共・既存の撤去費を含む） 工事費用の限度額 

内外装（壁、床、天井、屋根等）及び基礎部分の改修工事 

建具（扉・窓等）の改修工事 

下記以外の項目 

98,800 円/㎡ 

上下水道設備・ガス設備・電気設備の改修工事 － 

台所の改修工事 690,000 円/箇所 

トイレの改修工事 300,000 円/箇所 

浴室の改修工事 690,000 円/箇所 

洗面室の改修工事 300,000 円/箇所 



（別表第５）必要書類一覧
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申
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実
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1 委任状（手続きを委任する場合のみ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 付近見取図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

誓約書（補助要件を満たす空家であること等）

3か月以上使用されていないことが確認できる書類等

4 建築年次が確認できる書類　※1 ※14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

5 建物所有者が確認できる書類　※2　※14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

6 補助事業者の住所が確認できる書類　※2　※14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

7 住民票(法人による申請者の場合は不要) ※14 ◎※3

8 課税（所得）証明書（補助事業者）※4　※14 ◎※5 ◎※5 ◎

9 課税（所得）証明書（補助事業者を除く世帯全員） ※14 ◎

10 市税（市民税、固定資産税、都市計画税）の納税証明書　※14　※15 ○ ○ ○ ○ ○

11 見積書（補助対象部分のわかるもの）【写し】 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ● ● ○

12 実績説明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 耐震診断・耐震改修計画の説明について ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ● ● ●

14 改修計画書 ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ● ● ●

15 既存状態の耐震診断書（現地調査写真含む） ○ ○ ○ ○ ▲ ○※6 ▲ △ ▲ △※6 ▲ ○※6 ● ● ●

16 建物現況図 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ △ ▲ △ ▲ ○ ● ● ●

17 改修後の耐震診断書 ○ ○ ○ ▲ ○※6 ▲ △ ▲ △※6 ▲ ○※6 ● ● ●

18 改修計画図（工事の見積書を含む） ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ● ● ●

19 既存住宅状況調査書（現地調査写真含む） ○

20 写真（その他事業の成果がわかるものを含む） ○ ○ ○※13 ○※13

21 建築士の資格証　※7 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ △ △ ○ ● ● ●

22 耐震診断技術者の資格証（木質系工業化住宅の場合を除く） ○ ● ○ ● ○※8 ● ○ ○ △ △ ○ ● ● ●

23 既存住宅状況調査技術者の資格証 ○ ●

24 補助金額算出書 ○ ▼ ○ ▼ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ● ● ○

25 請負契約書【写し】 ※14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

26 領収証【写し】※9 ※14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 支払いを証明する書類（送金伝票等）【写し】※9 ※14 ○ ○ ○ ○

28 建築確認済証及び検査済証等【写し】※10 ◆ ◆ ◆ ◆ ■ ◆ ■ ◆ ■ ◆ ■ ◆

29 工事に未着手であることを証する書類 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 〇

30 その他、市長が必要と認めるもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 所有権の移転が確認できる書類（売買契約書等） ※14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

32 建物の登記事項証明書（所有権移転後のもの）※11 ※14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■建物を賃借し自ら居住又は使用する場合

33
補助事業の実施に関する、補助申請建物の所有者の同意書（実印の押印が必要）及び
印鑑証明　※12 ※14

○ ○ ○ ○

34
補助事業の実施に関する、補助申請建物の所有者全員の同意書（実印の押印が必要）
及び印鑑証明　※12 ※14

○ ○ △ △ ○

■所有者の配偶者又は一親等内の親族が補助事業を行う場合

35
補助事業の実施に関する、補助申請建物の所有者の同意書（実印の押印が必要）及び
印鑑証明　※14

○ ○ ○ ○

36
補助事業の実施に関する、補助申請建物の所有者全員の同意書（実印の押印が必要）
及び印鑑証明 ※14

○ ○ △ △ ○

37 戸籍謄本等（所有者との関係が判るもの） ※14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

38
補助事業の実施に関する、補助申請建物の所有者全員の同意書（実印の押印が必要）
及び印鑑証明 ※14

○ ○ △ △ ○

39
補助事業の実施に関して、補助申請建物の各住戸の所有者の同意が確認出来る書類
（区分所有となっている場合のみ）※14

○ ○ ○ ○

40
補助事業の実施に関する、相続権を有する者全員の同意書（実印の押印が必要）及び
印鑑証明　※14

○ ○ △ △ ○

41 戸籍謄本・除籍謄本等（被相続人との関係が判るもの） ※14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

42 補助事業を行う年度の末日までに住戸を除却することが確認できる書類 ○ ○ ○ ○ △ ○

43 前年度の消費税及び地方消費税確定申告書の写し ※14 ○ ○ ○

■補助事業者が補助金交付の請求及び受領を事業者に委任する場合

44 補助事業内訳説明書 ○

◎：建物が昭和56年5月31日以前に建築された場合のみ

▲：第14条第５項に規定する軽微な変更があった場合のみ

▼：第14条第５項又は第15条第６項に規定する軽微な変更があった場合のみ

●：変更があった場合のみ

◆：非木造住宅の場合のみ

■：建築確認申請が必要となる工事を行う場合のみ

△：全体設計承認を通知されている補助事業を除く

◇：第９条第１項ただし書又は第11条第１項ただし書に基づき申請を行う場合のみ

※１：平成12年に建築されたものにあっては、建築年月日が確認できる書類に限る。

※２：他の書類において確認できる場合は省略することができる

※３：世帯全員の明記があるものが必要

※４：納税義務がない者であっても、省略は不可

※５：住戸の全てが貸家である場合は不要

※６：対象建物が第３条第５項第二号ロ、若しくは第６項第二号ロに規定する性能を有する場合、それが確認できる書類の提出を以って省略することができる。

※７：木造住宅（木質系工業化住宅を除く）の耐震診断技術者が、第２条第七号イ(3)に規定する資格を有する者であり、かつ、建築士事務所に所属する建築士でない場合は省略することができる。

※８：既存状態の診断をした者の資格証も必要（木質系工業化住宅の場合を除く）

※９：補助事業者が補助金交付の請求及び受領を事業者に委任する場合であって、やむを得ない場合には交付請求時でも可

※10：非木造の場合、建築基準法関連規定等に適合していることを確認するための現地調査の結果を記載した書類等を含む

※11：建物の登記が完了していない場合は、売買契約の支払いが確認できるもの（領収書等）に代えることができる。

※12：賃貸借契約書等において、建物所有者の同意が確認できる場合は、それに代えることができる。

※13：全体設計承認を通知されている補助事業については、完了年度のみ

※14：原本の写しが提出された場合、その原本の写しに疑義が生じたときには原本の提示を求めることがある。

※15：補助事業者と同一世帯に含まれる補助事業者以外の建物所有者にかかるものも添付すること

：耐震改修設計に係る補助事業を行う年度と同一年度に耐震診断費補助制度Ⅰ型に係る第25条に規定する補助金額の確定が通知されており、

　かつ、耐震改修設計の内容が第７条に規定する実績報告の内容と同じ場合は、省略することができる。

：耐震改修工事に係る補助事業を行う年度と同一年度に、耐震診断費補助制度Ⅱ型または耐震改修設計に係る第25条に規定する補助金額の確定が通知されており、

　かつ、耐震改修工事の内容が第７条に規定する実績報告の内容と同じ場合は、省略することができる。

■消費税仕入税額控除を行う場合

■建物を取得し自ら居住又は使用する場合

■建物が共有名義や区分所有となっている場合

■建物が相続の対象となる場合

■長屋において1以上の住戸の除却により切り離しを行う場合

△ ○○ ○ △

全
体
設
計
承
認
申
請

全
体
設
計
変
更

承
認
申
請

3 ○ ○ ○ ○

住宅再生型 地域まちづくり活用型

変
更
承
認
申
請

交
付
変
更
申
請

工
事
着
手
届

交
付
請
求

耐震改修工事
性能向上に

資する改修工事
耐震改修工事

地域まちづくりに
資する改修工事

書　類　名 インスペクション 耐震診断（Ⅰ型） 耐震診断（Ⅱ型） 耐震改修設計



【共通】

年 月 日

金　　　　　　　　　　　　　　　円

補助事業等の着手

及び完了予定日 　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

過去の補助制度

[ 活用した ・ 活用していない ]

法令に基づく措置 [ 命じられている ・ 命じられていない ]

7 延 べ 面 積 ㎡

8 居 住 形 態 [ これから居住（自己居住・貸家）・これから使用（地域まちづくりに資する用途） ]

※代理受領制度を利用予定の方のみご記入ください。

空 家 期 間

9

13
代理受領制度
受 任 予 定 者

　　　　　　　　　か月

10
活 用 状 況

12

11

6 階 数 　　階建て

構 造

5 住宅の建て方 [ 戸建住宅 ・ 長屋（　　戸）]

[　木造　・　非木造　]

（地名地番）

3 交 付 申 請 額

4

下記のとおり申請します。

記

1 補助事業名称 大阪市空家利活用改修補助事業

補助事業内容

2 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

様式１（第５条関係、第９条関係）

大 阪 市 長

　補助金の交付を受けたいので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、

補助事業者

住　所

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　名

補助金交付申請書

代 表 者 氏 名

会 社 住 所

会 社 名



【共通】

大阪市指令　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　年　　月　　日付けで交付申請のあった補助金については、下記のとおり交付する

こととしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

大阪市空家利活用改修補助事業補 助 事 業 名 称

5

4 交 付 決 定 額

補 助 金 交 付 条 件

2 住所

（ 地 名 地 番 ）

なお、交付決定額については、当該住宅の面積及び戸数により、額が変わることがあります。

金　　　　　　　　　　　　　　　円

大阪市　　　区

大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７号）及び大阪市空家利活用改修補
助事業要綱の規定を遵守してください。

様式２（第６条関係、第10条関係）

補助金交付決定通知書

補 助 事 業 内 容

補 助 事 業 者

氏名

3 建 物 所 在 地

記

1



【共通】

　　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　年　　月　　日付けで交付申請のあった大阪市空家利活用改修補助事業の補助金に

については、次の理由により交付しないこととしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助

金交付要綱の規定に基づき、通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

大阪市　　　区

大阪市空家利活用改修補助事業1 補 助 事 業 名 称

補 助 事 業 内 容

住所補 助 事 業 者2

氏名

4 交 付 し な い 理 由

3 建 物 所 在 地

（ 地 名 地 番 ）

様式３（第６条関係、第10条関係）

記

補助金不交付決定通知書



【共通(複数年度にわたる改修を除く)】

年 月 日

　補助事業が完了したので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、下記

のとおり実績を報告します。

　　　　　　　　　階建て

着手

完了

大阪市指令　　　第　　　　　号

大阪市指令　　　第　　　　　号

　　　　　　　　第　　　　　号

11

9 事 業 実 施 期 間 年 月 日

年 月 日

10 交 付 決 定 番 号 年 月 日

6 延 べ 面 積 ㎡

7 交 付 決 定 額 金　　　　　　　　　　　　　　　円

又　は

交 付 変 更 決 定 額

8 補 助 金 精 算 額 金　　　　　　　　　　　　　　　円

4 住 宅 の 建 て 方 [ 戸建住宅 ・ 長屋（　　戸）]

5 階 数

2 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

（ 地 名 地 番 ）

3 構 造 [　木造　・　非木造　]

様式４（第７条関係、第12条関係）

大 阪 市 長

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補助事業者

住　所

氏　名

実績報告書

補 助 事 業 内 容

会 社 住 所

会 社 名

代 表 者 氏 名

受 任 予 定 者
※代理受領制度を利用予定の方のみご記入ください。

交付変更決定番号 年 月 日

変 更 承 認 番 号 年 月 日

代 理 受 領 制 度



【改修(複数年度にわたるものに限る)】

年 月 日

　全体設計承認に係る通知を受けた補助事業について、　　　年度の補助事業が完了したので、

大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、下記のとおり実績を報告します。

　　　　　　　　　階建て

着手

完了

大阪市指令　　　第　　　　　号

大阪市指令　　　第　　　　　号

　　　　　　　　第　　　　　号

　　　　　　　　第　　　　　号

全体設計変更承認番号 　　　　　　　　第　　　　　号

11 ※代理受領制度を利用予定の方のみご記入ください。
受 任 予 定 者

会 社 住 所

会 社 名

代 表 者 氏 名

年 月 日

変 更 承 認 番 号 年 月 日

全体設計承認番号 年 月 日

10 交 付 決 定 番 号 年 月 日

交付変更決定番号 年 月 日

9 事 業 実 施 期 間 年 月 日

年 月 日

8 補 助 金 精 算 額

㎡

7 交 付 決 定 額 金　　　　　　　　　　　　　　　円

金　　　　　　　　　　　　　　　円

6 延 べ 面 積

又　は

4 住 宅 の 建 て 方 [ 戸建住宅 ・ 長屋（　　戸）]

交 付 変 更 決 定 額

5 階 数

建 物 所 在 地 大阪市　　　区

3 構 造 [　木造　・　非木造　]

様式４（第12条関係）

大 阪 市 長

代 理 受 領 制 度

氏　名

補助事業者

住　所

（ 地 名 地 番 ）

実績報告書

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

2



【共通】

年 月 日

　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令　　　第　　　　　号にて通知を受けた補助事業

について大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、下記のとおり変更

の承認を申請します。

変更する内容及びその理由3

大阪市　　　区

補 助 事 業 名 称

補 助 事 業 内 容

大阪市空家利活用改修補助事業

2 建 物 所 在 地

1

（ 地 名 地 番 ）

様式５（第14条関係）

大 阪 市 長

記

変更承認申請書

住　所

氏　名

補助事業者



【共通】

年 月 日

　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令　　　第　　　　　号にて通知を受けた補助事業

について、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、下記のとおり廃

止の承認を申請します。

・ 未着手

・ 着手済

※どちらかに○をつけてください

4

1

2

（契約の締結を含む）
補 助 事 業 の 現 状

建 物 所 在 地

補 助 事 業 名 称

補 助 事 業 内 容

（ 地 名 地 番 ）

3

廃 止 の 理 由

大阪市空家利活用改修補助事業

様式６（第14条関係）

大阪市　　　区

廃止承認申請書

記

住　所

氏　名

補助事業者

大 阪 市 長



【共通】

　　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　　　年　　月　　日付けで変更承認申請のあった補助事業については、下記のとおり変更

を承認することとしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、通

知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

（ 地 名 地 番 ）

4 変 更 内 容

5 変 更 承 認 条 件

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

2

氏 名

補 助 事 業 者 住 所

変更承認通知書

記

様式７（第14条関係）



【共通】

大阪市指令　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　　　年　　月　　日付けで廃止承認申請のあった補助事業については、下記のとおり

廃止を承認することとしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基

づき、通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってくださ

い。

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

（ 地 名 地 番 ）

2 補 助 事 業 者 住 所

氏 名

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

廃止承認通知書

様式８（第14条関係）



【共通】

　　　　　　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　   年   月   日付けで（変更・廃止）承認申請のあった補助事業については、次の理由

により（変更・廃止）を承認しないこととしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付

要綱の規定に基づき、通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

（変更・廃止）承認しない理由

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

（ 地 名 地 番 ）

4

氏名

補 助 事 業 内 容

2 補 助 事 業 者 住所

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

（変更・廃止）不承認通知書

様式９（第14条関係）



【共通】

年 月 日

　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令　　　第　　　　　号にて通知を受けた補助事業

について、交付変更を受けたいので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定

に基づき、下記のとおり申請します。

交付決定額

　契約(予定)金額　　　　　　　　　　円 (税込)

　うち補助対象費用　　　　　　　　　　　円

交付変更申請額

　契約変更予定金額　　　　　　　　　円 (税込)

　うち補助対象費用　　　　　　　　　　　円

差引

変更する内容及びその理由

交付決定済の

金　　　　　　　　　　　　　　　　円

4

（地名地番）

3 交付変更申請額 金　　　　　　　　　　　　　　　　円

金　　　　　　　　　　　　　　　　円

補助事業内容

2 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

記

1 補助事業名称 大阪市空家利活用改修補助事業

補助事業者

住　所

氏　名

補助金交付変更申請書

様式10（第15条関係）

大 阪 市 長



【共通】

大阪市指令　　　第 号

　 年 月 日

様

大阪市長

　　　   年   月   日付けで交付変更申請のあった補助事業については、下記のとおり交付

変更することとしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、通

知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

5 補助金交付変更条件

（ 地 名 地 番 ）

4 交 付 変 更 決 定 額 金　　　　　　　　　　　　　　　円

　なお、交付決定額については、当該住宅の面積及び戸数により、額が変わることがあります。

氏名

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

補 助 事 業 内 容

2 補 助 事 業 者 住所

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

様式11（第15条関係）

補助金交付変更決定通知書



【共通】

　　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　　　年　　月　　日付けで交付変更申請のあった補助事業については、次の理由により

交付変更しないこととしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づ

き、通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

（ 地 名 地 番 ）

4 交付変更しない理由

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

2

氏　名

補 助 事 業 者 住　所

補助金交付変更決定しない旨の通知書

記

様式12（第15条関係）



【共通】

　 年 月 日

　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令　　　第　　　　　号にて通知を受けた補助事業

について、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、下記のとおり申

請を取り下げます。

通知を受け取った日 　 年 月 日

様式13（第17条関係）

申請取下書

大 阪 市 長

住　所

氏　名

補助事業者

（ 地 名 地 番 ）

4

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

建 物 所 在 地2

取 下 げ の 理 由

3

補 助 事 業 内 容

大阪市　　　区



【共通】

大阪市指令　第 号

　 年 月 日

様

大阪市長

　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令　　　第　　　　　号にて通知した補助事業につい

て、下記のとおり（取消・変更）したので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の

規定に基づき、通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

（取消・変更）の内容

（取消・変更）の理由4

3

（ 地 名 地 番 ）

1

2 建 物 所 在 地

補 助 事 業 内 容

大阪市　　　区

様式14（第18条関係）

事情変更による（決定・承認）（取消・変更）通知書

補 助 事 業 名 称

記

大阪市空家利活用改修補助事業



【改修】

　 年 月 日

　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令　　　第　　　　　号にて通知を受けた補助事業

について、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、検査の実施を依

頼します。

4 工 事 請 負 者

5 検 査 立 会 予 定 者

会 社 名

氏 名

（ 地 名 地 番 ）

3 検 査 内 容 [　  　中間検査　  ・ 　完了検査　　　]

補 助 事 業 内 容

2 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補助事業者

住　所

氏　名

検　査　依　頼　書　

様式15（第20条関係）

大 阪 市 長



【改修(複数年度にわたる改修を除く)】

　　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　　年　　月　　日付けで実績報告書を提出された補助事業については、審査等の結果、

交付又は交付変更決定内容及びこれに付した条件に適合していると認めたので、下記のとおり

確定した補助金の額を、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、通知

します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

年 月 日 大阪市指令　　　第      号

年 月 日 大阪市指令　　　第      号

年 月 日 　　　　　　　　第      号

5 確 定 補 助 金 額 金　　　　　　　　　　　　　　　円

交 付 変 更 決 定 番 号

変 更 承 認 番 号

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

（ 地 名 地 番 ）

4 交 付 決 定 番 号

2 補 助 事 業 者 住所

氏名

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

記

補助金額確定通知書

様式16（第25条関係）



【改修(複数年度にわたるものに限る)】

　　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　　年　　月　　日付けで実績報告書を提出された補助事業については、審査等の結果、

交付又は交付変更決定内容及びこれに付した条件に適合していると認めたので、下記のとおり

確定した補助金の額を、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、通知

します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

大阪市指令　　　第　　　　　号

大阪市指令　　　第　　　　　号

　　　　　　　　第　　　　　号

　　　　　　　　第　　　　　号

全体設計変更承認番号 　　　　　　　　第　　　　　号

全体設計承認番号 年 月 日

5 確 定 補 助 金 額 金　　　　　　　　　　　　　　　円

年 月 日

4 交 付 決 定 番 号 年 月 日

交付変更決定番号 年 月 日

変 更 承 認 番 号 年 月 日

（ 地 名 地 番 ）

氏名

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

補 助 事 業 内 容

2 補 助 事 業 者 住所

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

様式16（第25条関係）

補助金額確定通知書



【共通】

大阪市指令　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　　　年　　月　　日付け大阪市指令　　　第　　　号にて通知した補助事業について、

下記のとおり取消したので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、

通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

2 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

（ 地 名 地 番 ）

3 取 消 し の 理 由

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

取消通知書

様式17（第27条関係）



様式18　削除



【共通】

年 月 日

　私は、　　　　年　　月　　日付け、　　　　第　　　　　号にて補助金額の確定の通

知を受けた補助金（金　　　　　　　　　　　　円）にかかる請求及び受領について、次

のとおり委任します。

委任者（補助事業者）

上記の権限の委任を受ける事を承諾します。

（お願い）

・委任者の方へ

この委任状は、補助金額確定後に受任者へお渡しください。

・受任者の方へ

この委任状は、補助金を請求する際に必ず必要となりますので、必要事項を記入のうえ、

「請求書」と併せて提出してください。

代理請求及び代理受領委任状

       受任者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住 所

会 社 名

代表者氏名

記

住 所

氏 名

様式19（第30条関係）

大 阪 市 長



【共通】

年 月 日

　補助事業の全体設計承認を受けたいので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の

規定に基づき、下記のとおり申請します。

年度 金　　　　　　　　　　　　　　　円

年度 金　　　　　　　　　　　　　　　円

補助事業等の着手

及び完了予定日 　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

過去の補助制度

[ 活用した ・ 活用していない ]

空　家　期　間

法令に基づく措置 [ 命じられている ・ 命じられていない ]

様式20（第11条関係）

大 阪 市 長

全体設計承認申請書

補助事業者

住　所

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　名

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

2 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

8 居　住　形　態

（ 地 名 地 番 ）

3 交付申請見込額

4 構 造

7 延 べ 面 積

9

10
活 用 状 況

11

12

5 住 宅 の 建 て 方 [ 戸建住宅 ・ 長屋（　　戸）]

6 階 数 　　階建て

　　　　　　　　　か月

[ これから使用（地域まちづくりに資する用途） ]

㎡

[　木造　・　非木造　]



【共通】

　　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　年　　月　　日付けで全体設計承認申請のあった補助金については、下記のとおり

承認することとしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、

通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

年度 金　　　　　　　　　　　　　　　円

年度 金　　　　　　　　　　　　　　　円

　 なお、交付決定見込額については、当該住宅の面積及び戸数により、

額が変わることがあります。

補助金交付申請時において本市の予算措置がなされていない場合は、

 補助金を交付することができません。

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

様式21（第11条関係）

全体設計承認通知書

記

補 助 事 業 内 容

2 補 助 事 業 者 住所

氏名

（ 地 名 地 番 ）

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

4 交 付 決 定 見 込 額

5 補 助 金 交 付 条 件



【共通】

　　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　　年　　月　　日付けで全体設計承認申請のあった補助事業については、次の理由に

より承認しないこととしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づ

き、通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

様式22（第11条関係）

2 補 助 事 業 者 住所

全体設計不承認通知書

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

（ 地 名 地 番 ）

4 承 認 し な い 理 由

氏名

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区



様式23（第16条関係） 【改修（複数年度にわたるもののうち交付決定見込額の変更を伴うもの）】

年 月 日

　　　　年　　月　　日付け大阪市指令　　　第　　　　　号にて通知を受けた補助事業

について大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、下記のとおり変更

の承認を申請します。

交付決定見込額 年度 金 円

交付決定見込額 年度 金 円

交付申請見込額 年度 金 円

交付申請見込額 年度 金 円

変更する内容及びその理由

3

4

交 付 申 請 見 込 額

（ 地 名 地 番 ）

全体設計変更承認申請書

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

2 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

大 阪 市 長

補助事業者

住　所

氏　名



様式23（第16条関係） 【改修（複数年度にわたるもののうち交付決定見込額の変更を伴わないもの）】

年 月 日

　　　　年　　月　　日付け大阪市指令　　　第　　　　　号にて通知を受けた補助事業

について大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、下記のとおり変更

の承認を申請します。

変更する内容及びその理由3

補 助 事 業 内 容

2 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

（ 地 名 地 番 ）

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

全体設計変更承認申請書

記

大 阪 市 長

補助事業者

住　所

氏　名



【改修(複数年度にわたるものに限る)】

年 月 日

　　　　年　　月　　日付け大阪市指令　　　第　　　　　号にて通知を受けた補助事業

について、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、下記のとおり廃

止を届け出ます。

・ 未着手

・ 着手済

※どちらかに○をつけてください

様式24（第16条関係）

（契約の締結を含む）

4 廃 止 の 理 由

補助事業者

住　所

氏　名

大阪市　　　区

3 補 助 事 業 の 現 状

（ 地 名 地 番 ）

全体設計廃止届

記

1

大 阪 市 長

2 建 物 所 在 地

補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容



様式25（第16条関係） 【改修（複数年度にわたるもののうち交付決定見込額の変更を伴うもの）】

　　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　　年　　月　　日付けで全体設計変更承認申請のあった補助事業については、下記の

とおり変更を承認することとしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に

基づき、通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

年度 金 円

年度 金 円

年度 金 円

補助金交付申請時において本市の予算措置がなされていない場合は、

 補助金を交付することができません。

なお、交付決定見込額については、当該建物の面積により、額が変わることがあります。

5 変 更 内 容

6 変 更 承 認 条 件

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

（ 地 名 地 番 ）

4 交 付 決 定 見 込 額

2 補 助 事 業 者 住 所

氏 名

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

全体設計変更承認通知書



様式25（第16条関係） 【改修（複数年度にわたるもののうちで交付決定見込額の変更を伴わないもの）】

　　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　　年　　月　　日付けで全体設計変更承認申請のあった補助事業については、下記の

とおり変更を承認することとしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に

基づき、通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

4 変 更 内 容

5 変 更 承 認 条 件

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

（ 地 名 地 番 ）

2 補 助 事 業 者 住 所

氏 名

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

全体設計変更承認通知書



【共通】

　　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　　　年　　月　　日付けで全体設計承認申請のあった補助事業については、次の理由に

より変更を承認しないこととしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定

に基づき、通知します。

本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

（ 地 名 地 番 ）

4 変更承認しない理由

氏名

3 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

2 補 助 事 業 者 住所

全体設計変更不承認通知書

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

補 助 事 業 内 容

様式26（第16条関係）



【改修】

年 月 日

　大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

大阪市指令　　第　　　　　号

全体設計承認番号 　　　　　　　第　　　　　号

※　工事着手前に必要書類を添付のうえ提出してください

補 助 事 業 内 容

様式27（第19条関係）

工事着手届

記

1 補 助 事 業 名 称 大阪市空家利活用改修補助事業

大 阪 市 長

補助事業者

住　所

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　名

4 交 付 決 定 番 号

2 建 物 所 在 地 大阪市　　　区

（ 地 名 地 番 ）

3 工事着手予定日 年 月 日

年 月 日

年 月 日
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	ハ　建築基準法第９条若しくは第10条又は空家等対策の推進に関する特別措置法第22条に規定する措置が命じられていないものであること
	イ　これから居住する空家（補助申請建物が長屋建住宅である場合は、これから居住する空家を有する長屋建住宅（住宅以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の２分の１未満のもの）を含む））であること
	ロ　前項第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものであること
	ハ　非木造の場合、建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの又は建築時の設計図書及び現地調査の結果を記載した書類等により、耐震診断を行うことが可能であると確認できるものであること
	二　地域まちづくり活用型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの
	イ　これから使用する空家（補助申請建物が長屋建住宅である場合は、これから使用する空家を有する長屋建住宅（住宅以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の２分の１未満のもの）を含む））であること
	ロ　前項第二号ロ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
	ハ　非木造の場合、建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの又は建築時の設計図書及び現地調査の結果を記載した書類等により、耐震診断を行うことが可能であると確認できるものであること
	３　耐震改修設計費補助制度は、耐震改修設計費用に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、補助申請建物が次の各号に掲げるものを対象とする。
	一　住宅再生型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの
	イ　前項第一号に掲げる要件に該当するものであること
	ロ　耐震改修設計が、耐震診断の結果に基づいて行われるものであること
	二　地域まちづくり活用型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの
	イ　前項第二号に掲げる要件に該当するものであること
	ロ　耐震改修設計が、耐震診断の結果に基づいて行われるものであること
	４　耐震改修工事費補助制度は、耐震改修工事に要する費用（補助対象工事に係る費用に限る。以下「耐震改修工事費用」という。）に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、次の各号に掲げるものを対象とする。
	一　住宅再生型においては、次に掲げるすべての要件に該当すること
	イ　補助申請建物が、第２項第一号に掲げる要件に該当するものであること
	ロ　補助事業者の年間所得が1,200万円以下であること
	ロハ　補助事業者及び補助事業者と同一世帯に含まれる補助事業者以外の補助申請建物所有者が、本市において、個人にあっては個人市民税、法人にあっては法人市民税を滞納していないこと
	ハニ　補助事業者及び補助事業者と同一世帯に含まれる補助事業者以外の補助申請建物所有者が、本市において、所有する全ての土地・家屋に係る税（固定資産税・都市計画税）を滞納していないこと
	二　地域まちづくり活用型においては、次に掲げるすべての要件に該当すること
	イ　補助申請建物が、第２項第二号に掲げる要件に該当するものであること
	ロ　補助事業者及び補助事業者と同一世帯に含まれる補助事業者以外の補助申請建物所有者が、本市において、個人にあっては個人市民税、法人にあっては法人市民税を滞納していないこと
	ハ　補助事業者及び補助事業者と同一世帯に含まれる補助事業者以外の補助申請建物所有者が、本市において、所有する全ての土地・家屋に係る税（固定資産税・都市計画税）を滞納していないこと
	ニ　補助事業者は、大阪市本市における区の空家の利活用に関する情報発信の取り組みについて協力するとともに、活動報告を行うこと
	５　性能向上に資する改修工事費補助制度は、性能向上に資する改修工事に要する費用（補助対象工事に係る費用に限る。以下「性能向上改修工事費用」という。）に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、補助申請建物が次に掲げるすべての要件に該当するものを対象とする。
	一　第１項第一号及び前項第一号ハロ及びハニに掲げる要件に該当するものであること
	二　次のいずれかに該当すること
	イ　第２条第１項第十四号イに規定する耐震改修工事を行うこと
	ロ　第２条第１項第十四号イに規定する耐震改修工事を行ったものと同等の耐震性を有すること
	三　補助事業者は、本市大阪市における区の空家の利活用に関する情報発信の取り組みについて協力すること
	６　地域まちづくりに資する改修工事費補助制度は、地域まちづくりに資する改修工事に要する費用（補助対象工事に係る費用に限る。以下「地域まちづくり改修工事費用」という。）に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、補助申請建物が次に掲げるすべての要件に該当するものを対象とする。
	一　第１項第二号、第４項第二号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること
	二　次のいずれかに該当すること
	イ　第２条第１項第十四号ロに規定する耐震改修工事を行うこと
	ロ　第２条第１項第十四号ロに規定する耐震改修工事を行ったものと同等の耐震性を有すること
	第４条　市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第１項の規定に適合するものについて、インスペクション費用の2分の１以内で補助することができる。ただし、1戸につき30,000円を限度とする。
	２　市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第２項又は第３項の規定に適合するものについて、耐震診断費用及び耐震改修設計費用の一部を次の各号に掲げる内容で補助することができる。
	一　耐震診断費用（１棟（補助事業を行う１の建物につき、当該補助事業を行う年度の末日までにその１以上の住戸を除却することが確実であって、かつ、その除却後の建物の各部分が相互に応力を伝えない構造となる場合にあっては、これらの部分はそれぞれ別の棟とみなす。以下同じ。）につき床面積１㎡当たり1,100円を限度とする。）の11分の10以内とする。ただし、次に掲げる額のいずれか低い額を限度とする。
	イ　１棟につき50,000円にその戸数を乗じて得た額
	ロ　１棟につき200,000円
	二　耐震改修設計費用の３分の２以内とする。ただし、次に掲げる額のいずれか低い額を限度とする。
	イ　１棟につき100,000円にその戸数を乗じて得た額
	ロ　１棟につき180,000円
	３　市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第４項の規定に適合するものについて、耐震改修工事費用（次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を限度とする。）の一部を２分の１以内で補助することができる。ただし、１棟につき11500万円にその戸数を乗じて得た額を限度とする。なお、第11条第１項に規定する全体設計承認申請を行うものについては、部分払金に係る補助金の申請額は、年度ごとの部分払金に乗率（複数年度にわたる耐震改修工事全体について、本項の規定に基づき算出された補助申請額（以下本項におい...
	一　補助申請建物が木造であるとき　１棟につき床面積１㎡当たり39,60034,100円
	二　補助申請建物が非木造であるとき　１棟につき床面積１㎡当たり51,70050,200円
	４　市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第5項の規定に適合するものについて、性能向上改修工事費用（別表第４に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を限度とする。）の一部を2分の１以内で補助することができる。ただし、1戸につき75万円を限度とする。
	５　市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第６項の規定に適合するものについて、地域まちづくり改修工事費用（別表第４に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を限度とする。）の一部を2分の１以内で補助することができる。ただし、300万円を限度とする。なお、第11条第１項に規定する全体設計承認申請を行うものについては、部分払金に係る補助金の申請額は、年度ごとの部分払金に乗率（複数年度にわたる地域まちづくりに資する改修工事全体について、本項の規定に基づき算出された補助申請額（以下本項において、...
	８　補助対象費用は、他の制度による補助金（本市以外が交付するものを含む。）の交付を受けておらず、かつ、受ける予定のないものとする。
	９　第１項から第５項までに規定する補助金の額は、それぞれの補助対象費用に重複のないよう算出するものとする。
	（インスペクション費補助制度、耐震診断費補助制度Ⅰ型・Ⅱ型及び耐震改修設計費補助制度に係る補助金の交付申請）
	第５条　補助事業者は、補助事業（耐震改修工事、性能向上に資する改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事を除く。以下本条から第８条までにおいて同じ。）について、補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書（様式１）に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第５に掲げる必要書類を添付して、補助事業に係る契約予定日（インスペクション又は耐震診断費補助制度の交付申請を行う場合で、補助事業に係る契約書を作成しないときはインスペクション又は耐震診断の着手予定日。以下本項において同じ。）の30日前、かつ、契約...
	２　市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
	３　市長は、第１項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後30日（休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。）以内に補助事業者に補助金不交付決定通知書（様式３）により通知するものとする。
	（耐震改修工事費補助制度、性能向上に資する改修工事費補助制度及び地域まちづくりに資する改修工事費補助制度に係る補助金の交付申請）
	第９条　補助事業者は、補助事業（耐震改修工事、性能向上に資する改修工事又は地域まちづくりに資する改修工事に限る。以下、この条、第10条、第12条、第13条及び第20条において同じ。）について、補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書（様式１）に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第５に掲げる必要書類を添付して、補助事業に係る工事請負契約予定日の45日前（第11条第１項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、補助事業に係る工事請負契約予定日の60日前）、かつ、工事請負契約予定日の属する...
	（耐震改修工事費補助制度、性能向上に資する改修工事費補助制度及び地域まちづくりに資する改修工事費補助制度に係る補助金の交付決定）
	第10条　市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受領したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付申請額の算定に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、受領後45日以内（次条第１項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、受領後60日以内（休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。以下同じ。））以内に交付の決定を行い、補助事業者に補助金交付決...
	２　市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
	３　市長は、第１項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後30日以内（第１項の規定による次条第１項に規定する全体設計承認申請に伴う交付決定の場合は、受領後60日以内（休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。））以内に補助事業者に補助金不交付決定通知書（様式３）により通知するものとする。
	（耐震改修工事費補助制度、性能向上改修に資する工事費補助制度及び地域まちづくりに資する改修工事費補助制度に係る実績報告）
	（耐震改修工事費補助制度、性能向上改修に資する工事費補助制度及び地域まちづくり改修に資する工事費補助制度に係る実績報告に対する是正措置）
	２　前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。
	（補助金額の変更を伴わない補助事業の変更等）
	第14条　補助事業者は、第６条第１項若しくは第10条第１項において決定された補助金交付決定額又は次条第３項において決定された補助金交付変更決定額（以下「補助金額」という。）の変更を伴うもの以外の補助事業の内容等の変更（第５項に定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、変更承認申請書（様式５）に、補助事業の廃止をしようとするときは、廃止承認申請書（様式６）に次の各号（第４号については変更承認申請書、第５号及び第６号については廃止承認申請書に限る。）に掲げる事項を記載し、変更承認申請書については...
	一　補助事業者の氏名及び住所
	３　市長は、前項の規定により変更の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
	４　市長は、第２項に規定する審査の結果、変更又は廃止を承認しないときは、その理由を付して、受領後30日（休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。）以内に補助事業者に（変更・廃止）不承認通知書（様式9）により通知するものとする。
	５　第１項の軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
	一　インスペクション、耐震診断又は耐震改修設計については、工程の大幅な変更を行わないもの
	二　耐震改修工事、性能向上に資する改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事については、補助対象工事を行う部位の面積、配置又は構造等の大幅な変更を行わないもの
	（補助金額の変更を伴う補助事業の変更等）
	第15条　補助事業者は、補助金額の変更を伴う補助事業の内容等の変更（第６項に定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、補助金交付変更申請書（様式10）に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第５に掲げる必要書類を添付して、第６条第１項若しくは第10条第１項に規定する通知を受けた年度の１月末日又は第７条若しくは第12条に規定する実績報告書の提出期日のいずれか早い日（次項に該当する場合はこの限りでない。）までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期日については、市長がやむを得ないと認めた場合...
	４　市長は、前項の規定により補助金の交付変更決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
	５　市長は、第３項に規定する審査の結果、補助金を交付変更しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後30日以内（第２項の規定による第11条第１項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、受領後60日以内（休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。））以内に補助事業者に補助金交付変更決定しない旨の通知書（様式12）により通知するものとする。
	６　第１項の軽微な変更とは、耐震診断において、現地調査の結果が当初見込んでいたものと異なることに伴い補助金額が減少することとなる変更とする。
	７　第３項において決定する補助金交付変更決定額は、補助金額を超えないものとする。第３項に基づく補助金の交付変更決定においては、補助金の増額は行わないものとする。
	（申請の取下げ）
	第17条　第５条、第９条第1項、第11条第１項、第14条第１項、第15条第１項又は前条第１項に規定する申請を行った者は、第６条第１項、第10条第１項、第11条第２項、第14条第２項、第15条第３項又は前条第２項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定等の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受け取った日の翌日から起算して10日までに、市長に、申請取下書（様式13）を提出することができる。
	２　前項の申請取下書の提出があった場合は、当該申請に係る補助金交付の決定等はなかったものとみなす。
	（着手）
	第19条　補助事業者は、第５条、第９条第１項又は第11条第１項の規定による申請における契約予定日にかかわらず、第６条第１項、第９条の２第１項又は第11条第３項の規定による補助金の交付決定通知日以降に契約を締結し、補助事業に着手（インスペクション又は耐震診断費補助制度の交付申請を行う場合で、補助事業に係る契約書類を作成していないときは、第６条第１項の規定による補助金の交付決定通知日以降にインスペクション又は耐震診断に着手）しなければならない。なお、補助事業に係る各種手続きが必要となったときは、速やか...
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